
那覇市緊急通報システム事業及び 

那覇市シルバーハウジング緊急通報システム事業 

委託契約書 

 

 

那覇市（以下「甲」という。）と〇〇〇〇（以下「乙」という。）は、那覇市緊急通報

システム事業及び那覇市シルバーハウジング緊急通報システム事業（以下「事業」とい

う。）に関して、次のとおり契約する。 

 

（契約履行の原則） 

第１条 甲及び乙は、関係法令を遵守し、信義・誠実をもってこの契約を忠実に履行し

なければならない。 

 

（業務の委託） 

第２条 甲は、那覇市緊急通報システム事業運営要領第２条第２項の規定に基づき、別

紙「那覇市緊急通報システム事業及び那覇市シルバーハウジング緊急通報システム事

業委託契約に係る業務仕様書」に掲げる緊急通報サービス業務（以下「業務」という。）

を乙に委託し、乙はこれを受託する。この場合において、乙は、業務に要する緊急通

報システム機器（以下「機器」という。）及び機材の保守管理サービスに必要な体制

を確保して、機器及び機材の設置・維持管理に支障のないように対応するものとする。 

 

（要員の確保） 

第３条 乙は、次に掲げる要員を確保し、業務を運営する。 

（１）システムのセンター設備を２４時間体制で稼働・管理する要員を確保し、常駐

待機体制で業務に対応する。 

（２）緊急時の対応・連絡、福祉情報の提供、生活・健康・その他の相談サービス業

務に必要な要員を確保し、業務に対応する。 

（３）その他、甲乙間の協議により必要と認めた要員を確保する。 

２ 乙は、業務に従事する職員に対して、老人福祉に関する知識を有する要員を配置す

るとともに資質の向上に努めなければならない。 

 

（事前協議事項） 

第４条 乙は、次に掲げる事項については、事前に甲と協議しなければならない。 

（１）業務の計画の確定及び変更に関すること。 



（２）その他業務の執行に関する重要なこと。 

 

（報告） 

第５条 乙は、業務に関する毎月の運営状況について（利用者名簿、入退院・入所者名

簿、終了者名簿、対応記録表、定期コール表、通報内容一覧表）を翌月の１０日まで

に甲に対して書面により報告しなければならない。ただし、１０日が休日等の場合は、

翌営業日までとする。 

 

（再委託） 

第６条 乙が契約を履行するにあたって行う再委託について、次のように定める。 

（１）業務の全部を第三者に委託してはならない。また、この契約によって生ずる権

利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することはできな

い。 

（２）再委託を行う場合、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに

再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を

甲に提出し、甲の承認を得ること。 

（３）再委託の相手方が業務を適正に行うよう、監督し定期的な報告を求める等、必

要な措置を講じること。 

 

（秘密保持） 

第７条 乙は、この契約により甲から提示された個人情報を、この契約の目的の範囲を

超えて利用してはならない。ただし、緊急時に利用者の安全確保のためにやむを得な

い場合には、業務を遂行する上で必要な氏名、住所、電話番号の提示を行うこととす

る。また、乙は災害時や回線故障等の復旧に日々備える事を目的に、電話回線の情報

共有を行うため、西日本電信電話株式会社へ利用者の電話番号の提示を行うことがで

きる。 

 

（委託料） 

第８条 委託料は次のとおりとする。 

（１）利用者１件につき、月額〇〇〇〇円（税込み）とする。 

（２）機器を月中途に設置したときはその月分から支払うものとし、死亡・施設入所・

転出・撤去申し出等の撤去を要する事実を月途中で把握したときは、その前月分

までを支払うものとする。ただし、設置期間が一月に満たなかった場合は１か月

分を支払うものとする。 



（３）機器の設置、撤去、保守管理、修繕等に伴い発生する費用は、委託料に含まれ

ているものとする。 

（４）利用者が機器を紛失・破損等した場合、乙は機器代金を利用者へ請求できるも

のとする。また、乙と利用者間での解決が困難な場合は、甲は問題解決に向け双

方に協力的に対応するものとする。ただし、利用者が死亡し、身寄りがないため

親族等に請求できない場合は甲の負担とする。 

（５）この契約締結後、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）等の改定等によって

消費税額に変動が生じたときは、甲は、この契約を変更することなく第１号に定

める委託料に相当額を加減して支払うものとする。 

２ 乙は、毎月１０日までに毎月の業務の報告と併せて請求書により委託料を請求する

ものとする。ただし、１０日が休日等の場合は、翌営業日までとする。 

３ 甲は、乙から正当な請求書を受理した日から３０日以内に委託料を支払うものとす

る。 

 

（特約事項） 

第９条 この契約における個人情報の取扱いについては、別紙「個人情報の取扱いを定

める特約」を遵守しなければならない。 

 

（指導及び調査） 

第１０条 甲は、第２条の業務を達成するため、乙に適切な指導を行うものとし、必要

に応じて業務の実施状況を調査することができるものとする。 

 

（契約の解除） 

第１１条 乙が次のいずれかに該当したときは、甲は、いつでも契約を解除することが

できる。この場合、乙に損害が生じても甲はその責めを負わない。 

（１）正当な理由がなく契約を履行しないとき。 

（２）契約の履行について重大な過失又は背信行為があったとき。 

（３）契約の履行に際し、本市の指示に従わず、又はその職務を妨害したとき。 

（４）この契約に違反する行為をしたとき。 

２ 甲は委託期間満了をもって契約を終了する際は、乙に対し書面により４０日前迄に

通知を行うものとする。 

 

（損害賠償責任） 

第１２条 乙は、次のいずれかに該当したときは、直ちにその損害を賠償しなければな



らない。 

（１）乙が契約の履行に関し、利用者、甲又は第三者に損害を与えたとき。 

（２）契約が解除された場合において甲に損害が生じたとき。 

 

（委託期間） 

第１３条 業務の委託期間は、令和７年 月 日から令和１１年３月３１日までとする。 

 

（事業終了時の連携） 

第１４条 乙は、理由の如何を問わず事業終了時において、この事業を円滑に継続する

ため、引継ぎ等の必要な事項について、甲及び次期事業受託者と連携協力しなければ

ならない。 

 

（協議） 

第１５条 この契約に定めのない事項、又はこの契約に定める事項について疑義が生じ

た場合は、甲乙協議のうえ、定めるものとする。 

 

この契約を証するため、本書２通を作成し、双方記名押印の上、各自がその１通を所

持する。 

 

令和７年  月  日 

                    甲  那覇市泉崎１丁目１番１号 

                       那覇市 

                       那覇市長 知念 覚 

 

                    乙   

                        

                        


